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光市中央六丁目１番１号光市議会事務局

Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 
〇総務市民文教委員会 

〇環境福祉経済委員会 

〇広報広聴特別委員会 

「市議会モニター研修会・意見交換会

を開催」 

〇政治倫理条例改正検討特別委員会 

「特別委員会での議論を終了」 

〇一般質問の主な項目 

〇１２月議会賛否の状況 

〇３月議会予定 

〇市民とのコラム 

「一年の計は元旦にあり」といいますが、まだ 

続きがあり、｢一年の計は元旦にあり、一生の 

計は勤にあり、一家の計は身にあり｣となるそ 

うです。 

初日の出、初詣、干支の寅といった縁起物に 

あやかって、今年こそ平穏な一年となるよう、 

祈るばかりです。 



本会議から付託された議案を審査 

総務市民文教委員会 環境福祉経済委員会 

広報広聴特別委員会 政治倫理条例改正検討特別委員会 

昨年５月に１０名の市議会モニターが委嘱さ

れましたが、新型コロナ感染防止対策のため開

催延期が続き、今回が初めての開催となり、市

議会モニター６名の参加をいただきました。 

本会議場での研修会に続き、２班に分けてそ

れぞれ、委員会室で意見交換会を行いました。

本会議の開会の曜日・時間や議会の進行のあり

方、委員会の開催場所など、議会運営について

貴重な意見・提案をいただきました。 

その後、再度本会議場に集まり、市議会モニ

ター各班代表として、古賀和人さんと深來登さ

んが意見交換会の感想等の発表を行いました。 

なお、市議会モニ 

ターの皆様からいた 

だいた貴重なご意見 

やご提案につきまし 

ては、今後の議会運 

営に役立てていきた 

いと考えています。 

市議会モニター研修会・意見交換会を開催

９ 光市議会議員政治倫理条例 
平成 18年 6月 30 日 

条例第 31号 

改正 平成 20年 12月 26日条例第 41号 
（前文） 

 地方分権や規制緩和が進展し、地方自治体を取り巻く環境が大きく変動

する中、地方議会が持つ本来の役割である市民の意思を代表する機関とし

て、政策を提案するとともに予算や条例等を議決、また市政全般の事務の

議案第５７号令和３年度光市一般会計補正予

算（第８号）『教育費の旧つるみ幼稚園及び旧

さつき幼稚園の「施設解体工事」について、以

前に旧給食センターを解体せずに民間に売却し

た経緯がある中で、解体することとなった流

れ』等について確認し、全会一致で可決されま

した。 

議員提出議案第８号光市議会議員政治倫理条

例の一部を改正する条例 議案提出者である木

村議員からの説明ののち、委員より多くの質疑

がありました（主なものを２点紹介します）。 

１ 『改正案の第７条第２項中、調査請求が行

為のあった日から２年以内にとすることが適

切であるのか』 

２ 『改正案第１１条第３項における「被請求

議員の名誉を回復するための所要の措置」の

具体的な対応について』等 

 質疑及び、討論終結ののち、採決の結果、賛成

多数で、原案のとおり可決されました。 

本会議から付託された議案を審査 

12月９日～ 

10日の委員会 

では、地域福祉 

計画を審議のう 

え可決、地域公 

共交通計画の中 

間案について報 

告を受けました。また、三島温泉健康交流施設

（ゆーぱーくひかり）の指定管理者を選定する

議案を審議し可決しました。 

 12 月 20 日には、新型コロナウイルス対策

として 18 歳未満の子供に 10 万円を給付（所

得制限あり）する議案を審議し可決しました。 

              この他、協議会 

を断続的に開催 

し、中小企業振興 

条例の制定につい 

て調査研究を行っ 

ております。 

６月３０日に設置されて以降、１２月１４日 

までの間に、計１５回の委員会を開催し、付議

事件とした政治倫理条例の精査・見直しについ

て、真摯に議論を重ねてきました。 

 １０月２０日の中間報告以降は、施行規程に 

ついても見直しを行い、政治倫理審査会の審査

結果の公表手段を光市議会ホームページ等とす

ることや、調査請求書の様式の修正などを行う

ことを確認いたしました。 

しかしながら、最終的な確認を行うにあたり、

一部の項目において意見の一致が見られず、残

念ながら、政治倫理条例改正検討特別委員会と

して、全会一致での見直し案のとりまとめには

至りませんでした。

特別委員会での議論を終了 



12/2 

(木) 

１番目 早 稲 田 真 弓 
子どもを産み育てやすい環境づくりの
推進にむけて 

２番目 中 村   譲 
  令和 4年度の光市予算編成について 

３番目 大 田 敏 司 
 教育問題について 

４番目 仲 山 哲 男 
  市役所本庁舎の建て替えについて 

５番目 田 邉   学 
介護老人保健施設「ナイスケアまほろ
ば」について 

12/3 

(金) 

１番目 森 戸 芳 史 
人口減少、少子高齢化時代の豊かな地
域づくり 

２番目 笹 井   琢 
 コロナ対策と光市の財政について 

３番目 西 﨑 孝 一 
  サービス向上に向けて解りやすい表現
 を 

４番目 田 中 陽 三 
学校における防災の取組みについて 

5番目 仲 小 路 悦 男 
 子育てにおける施策の周知と利用、活 
用の状況について 

12/6 

(月) 

１番目 小 林 隆 司 
 健康づくりの推進について 

２番目 西 村 慎 太 郎 
  空き家対策と有効活用について 

３番目 河 村 龍 男 
 墓地、埋葬等に関する法律に係る課題 
等について 

４番目 萬 谷 竹 彦 
  公共交通ネットワークの構築について 

12 月議会賛否の状況 一般質問の主な項目 

【補正予算について】

議案第57号・58号・75号令和３年度光市一般 

会計補正予算（第８号・第９号・第10号） 

議案第 59 号光市国民健康保険、議案第 60 号光

市介護保険、議案第 61 号光市後期高齢者医療各

特別会計補正予算（第２号） 

議案第 62 号光市病院事業会計、議案第 63 号光

市下水道事業会計補正予算（第１号） 

【条例改正について】 

議案第64号光市議会議員の議員報酬、費用弁償 

及び期末手当に関する条例の一部改正 

議案第65号光市一般職の職員の給与に関する条 

例の一部改正 

議案第66号光市国民健康保険税条例の一部改正 

議案第67号光市特定教育・保育施設及び特定地 

域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の 

一部改正 

議案第68号光市国民健康保険条例の一部改正 

【指定管理者について】 

議案第69条光市民ホールの指定について 

議案第70条光市三島温泉健康交流施設の指定に 

ついて 

【計画策定について】 

議案第71号光市総合計画、議案第72号光市地 

域福祉計画、議案第 73 号光市生涯学習推進プラ

ン、議案第74号光市男女共同参画基本計画 

議員提出議案第８号光市議会議員政治倫理条例の 

一部を改正する条例 

【反対討論】 

西﨑議員（一光会）より反対討論がありました。 

（要旨） 

第３条に定める１～７項のみならず拡大すべき。 

第７条の調査請求権は現行の議員定数の12分の 

１でよい。 

第７条２項の審査会を求める期間は２年とあるが 

議員在任中はいつでも審査会開催請求を可能とす 

るべきである。 

【賛成討論】 

仲小路議員（会派に属さない）、田中議員（共創）、

笹井議員（こう志会）より賛成討論がありました。 

全会一致で原案可決された議案

賛成多数で原案可決された議案

12月議会における、各議員の一般質問の主な項

目を一つずつ選んで掲 

載しています。 

※詳細は光市議会ホー 

ムページをご覧くださ 

い。



月 日
曜

日
日    程

  ２月２１日 月 本会議（初日）10時～

 2月２５日 金 一般質問 10時～

 2月２８日 月 一般質問 10時～

 ３月 ２日 水 一般質問 10時～

 ３月 ４日 金 一般質問 10時～

 ３月 ８日 

 ３月 ９日 

３月１１日

火

水

金

環境福祉経済委員会 

10時～

 ３月 1４日 

 ３月 1５日 

 ３月 1６日 

月

火

水

総務市民文教委員会 

10時～

  ３月 2４日 木 議会最終日10時～

編
集
後
記

３月議会予定 市民とのコラム 
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※詳しい内容をお知りになりたい場合は、光市議会のＱＲコードからホームページにアクセスできます。 

第６回高校生との意見交換会 

市議会モニターからの意見・提言 
※予定は、1２月１６日開催の議会運営委員会

で提案されたものを掲載しており、日程は変

更となる場合があります。 

※一般質問については、ケーブルテレビ（当日は

19 時から、翌日は８時から）による放送や

YouTube 配信（おおむね１週間後から）によ

りご覧いただくことができます。 

また、本会議や委員会はどなたでも傍聴する

ことができます。 

ひかり市議会チャンネル（YouTube）は 

右側のＱＲコードからアクセスできます。 

Ｑ：「高校生との意見交換会」の開催要領は、内容

に加え、開催の目的や意義等について記載し、参

加者や市民が理解できるようにする必要がある

のではないか。また、発表者において、さらに詳

細なテーマ等を設定されていた場合は、その内

容も記載してほしかった。 

Ａ：目的や意義については、これまで、別の資料に

示していましたが、分かりやすいよう、開催要項

にも記載することとしました。 また、発表のテ

ーマは、この度から、指定したテーマのほかに、

発表者が自由にテーマを取り上げることができ

るようにしました。 

高校生の意見を議会活動に反映させるため、光

市の将来などに対する思いを聴き、意見交換を行

う場として、「第６回 高校生との意見交換会」

を光市議会本会議場で１月２９日（土）１３時か

ら開催します。 

なお、新型コロナウイルスの感染状況等により

オンラインでの開催、または中止となる場合があ

ります。 

年
が
明
け
、
令
和
四
年
と
な
り
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新
人
議
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一
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市
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の
「
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か
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